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甲州市議会議長への公開質問状に対する回答について 

 

 令和７年７月３１日付、公開質問状につきまして、別添のとおり回答いたし

ます。 

 

 

 



甲州市議会議長への公開質問状に対する回答書 

  

令和７年７月３１日に提出されました「公開質問状」に対し、下記のとおり回答い

たします。 

 なお、「公開質問状」は、甲州市議会議長他複数名あてとなっておりましたが、甲州

市議会議長として回答させていただきます。 

 

記 

 

1. 岡部紀久雄元議長はその議長職にある間に、警察が議会事務局から捜査資料とし

て高畑一幸議員等の政務活動費領収書等を複数年分押収されたという、議会とし

て決して看過しえない事案が生じた時点で、なぜ全議員にそのことを知らせ事案

の共有をしなかったのですか。お答えください。 

 

【回答】 

ご質問のとおり、当時の議長（岡部紀久雄議長）は、警察が議会事務局から、

高畑一幸議員の政務活動費に関する関係書類等（領収書等）を複数年分、捜査資

料として押収した事案について、把握しておりました。その上で、この事実を直

ちに全議員に共有しなかったのは、刑事捜査は、その性質上関係者の名誉やプラ

イバシー保護、証拠隠滅の防止等の観点から、密行性が原則とされます。本件に

おいては、それに加え、警察から捜査の公平性を期するため、捜査で知り得た事

項の一切を公表しないよう具体的な要請がございました。 捜査機関からの直接的

な要請があった以上、議会が捜査の具体的内容を公にすることは、捜査活動に支

障をきたす恐れがあり、厳に慎むべきであると判断いたしました。 

また、捜査段階にある議員の情報を議会全体に共有することは、憶測や予断を

生み、当該議員の人権を不当に侵害する危険性がありました。議会の長として、

全議員の人権を擁護する責務を負う立場から、司法による最終的な判断が下され

るまでは、情報の取り扱いを限定することが適切であると考えました。 

以上の理由から、岡部元議長の対応は、捜査の妨げになることを避け、事案の

適正な解決を図るため、議員への情報共有を限定的なものにとどめる判断に至り、

捜査への協力義務を履行しつつ、捜査の密行性と議員個人の人権を尊重するとい

う、議会の長として求められる責務を総合的に勘案した上での、適切な職務執行

であったと認識しております。 

 

 

2. 岡部紀久雄議長および平塚悟議長は、それぞれ自分が議長である間に、捜査当局

に押収された高畑議長（当時）の政務活動費の領収書等が議会事務局に返還され



ているにも拘わらず、「虚偽有印公文書作成・同行使および詐欺罪」に当たる事実

があるのか否かを、当該議員の高畑一幸議員の聞き取りをしたうえで、議長自ら

あるいは議会としての調査を行う議会運営をおこなわなかったのはなぜですか。

お答えください。 

 

【回答】 

捜査当局に押収された当該議員の政務活動費に関する関係書類等（領収書等）

が議会事務局に返還された時期については、平塚悟議長であったと認識しており

ます。当時の議長へ、当該議員である高畑一幸議員から定期的に報告があり、こ

れに対し、本人からの聞き取りをおこなっています。 

議会は、３名以上の議員の請求により、政治倫理について審査を行うことはで

きますが、刑事罰の有無を判断する司法機関ではないため、捜査当局のような強

制力のある捜査権限はありません。したがって、聞き取り以上の調査は事実上困

難であり、調査には限界がるため本事案に対しては、その正確性を担保すること

はできないことから、議会として刑事罰の有無を判断する調査を行うことはでき

ないと考えます。 

また、警察からは捜査の公正性を保つため、知り得た捜査の内容については口

外しないよう要請があったことは、先述いたしましたとおりです。 

 

 

3. 「政治倫理規定」を掲げる甲州市議会という公的機関において、議長ならびに議

長より甲州市議会議員政治倫理審査会（以下「審査会」）委員を委嘱された８名の

議員は、４月の議員全員協議会において議長がその設置を決定・表明した「審査

会」を、ほぼ４ヵ月後の７月３１日時点まで一度も開催しなかった理由・根拠は

何ですか。お答えください。 

 

【回答】 

ご質問のとおり、４月１５日に開催された全員協議会で審査会の設置を決定し、

その後８名の委員を任命いたしました。５月２９日に第１回審査会を開催すべく

委員を招集いたしましたが、委員８名のうち出席者が５名、欠席者が３名でした。 

これは、政治倫理規程第７条第２項に定められた「委員の３分の２以上」とい

う定足数を満たさなかったため、やむなく会議を開くことができず、延期となり

ました。 

その後、６月中は甲州市議会６月定例会が開催されており、審査会という重要

な案件を並行して進めることは、双方の審議をおろそかにする恐れがあるため、

定例会終了後に改めて日程を調整し、準備を本格化させることといたしました。 

また、審査請求書に添付されていた、事実を証する根拠書類について、その内

容の確認を委員から求められ、確認作業に時間を要したことから、審査会の開催



が遅れる一因となりました。 

これらの経緯から、審査会の開催調整に時間を要したのは事実ですが、ご指摘

の通り、４か月という期間が経過したことについては、深く反省しており、この

点については、市民の皆様に対し、申し開きのしようもございません。今後、こ

のような事態を招くことのないよう、迅速かつ適切な対応に努め、公正かつ透明

性の高い議会運営を目指していく所存です。 

 

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 


